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東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

西

山

智

之

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

指
定
年

月
日

一
〇
五
七

四

大
木
設
備

大
木

真
介

葛
飾
区
水
元

二
丁
目
三
番

七
号

令
和
五
年

四
月
二
十

四
日

一
〇
五
七

五

合
同
会
社

ダ
イ
シ
ョ

ウ

大
勝

正
俊

神
奈
川
県
川

崎
市
宮
前
区

犬
蔵
一
丁
目

一
番
四
十
三

号

同
日

一
〇
五
七

六

山
本
工
業

株
式
会
社

山
本

淳

千
葉
県
長
生

郡
白
子
町
関

七
千
三
百
六

十
三
番
地
三

同
日

一
〇
五
七

七

株
式
会
社

誠
恒

落
合

浩

江
戸
川
区
平

井
三
丁
目
十

二
番
七
号
Ｙ

Ｈ
ビ
ル
二
Ｆ

同
日

一
〇
五
七

八

青
空
水
道

天
野

幸
一

国
分
寺
市
西

町
三
丁
目
二

十
一
番
七
号

ハ
イ
ツ
角
田

二
〇
一

同
日

一
〇
五
七

九

水
株
式
会

社

髙
橋

英
樹

神
奈
川
県
横

浜
市
港
北
区

新
羽
町
千
八

百
十
三
番
地

百
五

同
日

一
〇
五
八

〇

ウ
ォ
ー
タ

ー
ク
ラ
ウ

ン

広
瀬

正
悟

江
戸
川
区
北

篠
崎
一
丁
目

二
番
四
号

同
日

一
〇
五
八

一

株
式
会
社

松
下
設
備

松
下

博
幸

神
奈
川
県
横

浜
市
鶴
見
区

北
寺
尾
七
丁

目
十
三
番
十

七
号

同
日

一
〇
五
八

二

株
式
会
社

田
中
工
務

店

田
中

智

板
橋
区
常
盤

台
四
丁
目
三

十
四
番
五
号

同
日

一
〇
五
八

三

Ｒ

Ｌ
Ｉ

Ｆ
Ｅ
株
式

会
社

髙
田

武

茨
城
県
小
美

玉
市
竹
原
千

四
百
二
十
三

番
地
二

同
日

一
〇
五
八

四

牧
総
業

牧
野

聡
太

練
馬
区
田
柄

一
丁
目
二
十

七
番
八
号

同
日

一
〇
五
八

五

株
式
会
社

未
来
想
造

プ
ロ
グ
レ

ス

小
林

理
子

武
蔵
村
山
市

大
南
二
丁
目

五
十
三
番
地

の
四

同
日

一
〇
五
八

六

株
式
会
社

Ｏ
Ｓ
Ｃ
ホ

ー
ム
フ
ァ

シ
リ
テ
ィ

坂
田

晋
一

国
分
寺
市
本

町
四
丁
目
十

二
番
一
号

同
日

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
に

つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の

七
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
か
ら
次

の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

西

山

智

之

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

廃
止
年

月
日

七
九
九
六

株
式
会
社

今
田
工
業

今
田

妙
子

豊
島
区
南
池

袋
二
丁
目
三

十
二
番
一
号

令
和
三
年

三
月
三
十

一
日

九
四
九
九

株
式
会
社

Ｖ
Ｉ
Ｄ
Ｏ

Ｃ
Ｑ
研
究

所

右
田

貴
哉

町
田
市
中
町

二
丁
目
十
六

番
二
十
三
号

令
和
五
年

四
月
三
日

雑

報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
の
特

例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
四
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休

憩
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
の
特

例
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
中
「
命
令
権
者
は
」
の
下
に
「
、
午
前

十
一
時
か
ら
正
午
ま
で
」
を
加
え
、
「
又
は
午
後
零
時
三
十
分
」
を

「
、
午
後
零
時
三
十
分
」
に
改
め
、
「
午
後
一
時
三
十
分
ま
で
」
の

下
に
「
又
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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正

誤

○
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
付
東
京
都
規
則
第
四
十
四
号

増
刊
２４
十
八
ペ
ー
ジ
の
下
段
十
七
行
中

「
福
祉
局

児
童
相
談
所

児
童
自
立
支
援
施
設

所
の
利
用
者
に
係
る
被
服
の
買
入
れ

に
関
す
る
契
約

を

東
京
都
立
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー

東
京
都
立
府
中
療
育
セ
ン
タ
ー

医
療
品
、
保
存
血
液
、
医
用
ガ
ス
及

び
診
療
材
料
の
買
入
れ
に
関
す
る
契

約

」

「
福
祉
局

児
童
相
談
所

児
童
自
立
支
援
施
設

所
の
利
用
者
に
係
る
被
服
の
買
入
れ

に
関
す
る
契
約

に

東
京
都
立
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー

東
京
都
立
府
中
療
育
セ
ン
タ
ー

医
薬
品
、
保
存
血
液
、
医
用
ガ
ス
及

び
診
療
材
料
の
買
入
れ
に
関
す
る
契

約

」

訂
正
す
る
。

○
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
付
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
五
号

増
刊
３２
五
ペ
ー
ジ
下
段
十
八
行
中

「

名

称

を

東
京
都
立
町
田
の
丘
学
園

東
京
都
立
光
明
学
園

東
京
都
立
多
摩
桜
の
丘
学
園

」

「
別
表
（
第
三
条
関
係
）

に
訂
正
す
る
。

特
別
支
援
学
校名

称

東
京
都
立
町
田
の
丘
学
園

東
京
都
立
光
明
学
園

東
京
都
立
多
摩
桜
の
丘
学
園

」
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